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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体への画像形成に用いられる原稿画像から、該記録媒体上における画像形成のな
される領域を検出する画像領域検出手段と、
　前記画像領域検出手段による検出を行うか否かの選択入力を受け付ける受付手段と、
　前記記録媒体の全面に相当する領域に特殊パターンが組み込まれたマスクパターンを生
成し、前記受付手段が前記検出を行う選択入力を受け付けたとき、前記マスクパターンの
生成領域内における前記画像領域検出手段により検出された領域にのみ、複写時に顕在化
する潜像画像を埋め込んで複写防止パターンを生成し、前記受付手段が前記検出を行わな
い選択入力を受け付けたとき、前記マスクパターン全面に前記潜像画像を埋め込んで前記
複写防止パターンを生成するパターン生成手段と、
　前記生成された複写防止パターンと前記原稿画像とを重ねて印刷画像を生成する印刷画
像生成手段と、
を備えた画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置と、
　前記印刷画像を記録媒体に形成する画像形成手段と、
を備えた画像形成装置。
【請求項３】
　コンピュータを、
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　記録媒体への画像形成に用いられる原稿画像から、該記録媒体上における画像形成のな
される領域を検出する画像領域検出手段、
　前記画像領域検出手段による検出を行うか否かの選択入力を受け付ける受付手段、
　前記記録媒体の全面に相当する領域に特殊パターンが組み込まれたマスクパターンを生
成し、前記受付手段が前記検出を行う選択入力を受け付けたとき、前記マスクパターンの
生成領域内における前記画像領域検出手段により検出された領域にのみ、複写時に顕在化
する潜像画像を埋め込んで複写防止パターンを生成し、前記受付手段が前記検出を行わな
い選択入力を受け付けたとき、前記マスクパターン全面に前記潜像画像を埋め込んで前記
複写防止パターンを生成するパターン生成手段、
　前記生成された複写防止パターンと前記原稿画像とを重ねて印刷画像を生成する印刷画
像生成手段、
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写を防止するための特殊なドットパターンが組み込まれたマスクパターン
に複写時に顕在化する潜像画像を埋め込んだ複写防止パターンを生成し、原稿画像と重ね
合わせて印刷画像を生成する画像処理装置及びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　機密書類等の複写を抑止する方法として、複写機でその機密文書の複写を行うと警告文
字が浮かび上がる地紋画像を用いる方法が知られている（特許文献１参照）。このような
地紋画像を用いて文書を作成すると、不正複写に対する心理的な抑止効果があると共に、
原本と複写物を区別することが可能となる。
【０００３】
　しかし、地紋画像を用いた方法は不正複写の心理的な抑止効果はあるものの、物理的に
複写を防止できるものではなく、情報漏えいを完全に防ぐことはできない。そこで、特殊
なドットパターンが組み込まれたマスクパターンを原稿画像と共に印刷し、その原稿を複
写しようとしたとき、複写機がそのドットパターンを認識することによって原稿の複写を
禁止する、或いは原稿の印刷は行わずに例えばベタ画像を形成して原稿の情報漏えいを抑
止するコピーガード機能を備えた複写機が知られている。このコピーガード機能は、ドッ
トパターンが予め記憶されており、原稿の読み取りによって取得された画像データからそ
のドットパターンを検出する機能が備わっている複写機でないと実現されない。つまり、
コピーガード機能を備えていない複写機で、ドットパターンの組み込まれたマスクパター
ンが印刷された原稿の複写を行うと、マスクパターンはただの画像として読み取られ、通
常通り複写が行えてしまう。
【０００４】
　そこで、図７に示すように、上記マスクパターンと潜像画像とを組み合わせた方法が用
いられることがある。具体的には、上記マスクパターンに潜像画像を埋め込んだ原稿９１
を作成する。複写機９２がコピーガード機能を備えてない場合、原稿９１の複写を行うと
複写物９３のように原稿画像と共に「禁複写」の文字が顕在化されて印刷される。一方、
複写機９２がコピーガード機能を備えている場合、複写物９４のように原稿画像の印刷は
行われず、例えば代わりにベタ画像が印刷される。
【０００５】
　この潜像画像の埋め込まれたマスクパターンを以下「複写防止パターン」を表記する。
複写前の複写防止パターンは、マスクパターンと潜像画像の濃度差が小さく、肉眼では普
通の模様パターンとして認識される。
【特許文献１】特開２００５－２３５１８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　コピーガード機能を備えた複写機は、原稿をスキャンして取得した画像データからドッ
トパターンを検出し、ドットパターンを所定の数読み取ったら、原稿に印刷されているパ
ターンは複写防止パターンであると判断し、原稿の複写を禁止する。しかし、マスクパタ
ーンに潜像画像等の他の画像が印刷されていると、ドットパターンの検出に支障をきたし
て検出時間が長くなったり、ドットパターンの検出に失敗し、誤って複写が行われてしま
ったりするケースも考えられる。特許文献１には潜像画像を含む地紋画像の印刷領域を指
定できる技術が記載されているが、ユーザによる領域指定が必要であり、手間がかかって
いた。
【０００７】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、コピーガード機能を備えた複
写機がドットパターンの読み取りを確実に行える複写防止パターンを生成することを目的
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明における画像処理装置は、記録媒体への画像形成に用いられる原稿画像から、該
記録媒体上における画像形成のなされる領域を検出する画像領域検出手段と、前記画像領
域検出手段による検出を行うか否かの選択入力を受け付ける受付手段と、前記記録媒体の
全面に相当する領域に特殊パターンが組み込まれたマスクパターンを生成し、前記受付手
段が前記検出を行う選択入力を受け付けたとき、前記マスクパターンの生成領域内におけ
る前記画像領域検出手段により検出された領域にのみ、複写時に顕在化する潜像画像を埋
め込んで複写防止パターンを生成し、前記受付手段が前記検出を行わない選択入力を受け
付けたとき、前記マスクパターン全面に前記潜像画像を埋め込んで前記複写防止パターン
を生成するパターン生成手段と、前記生成された複写防止パターンと前記原稿画像とを重
ねて印刷画像を生成する印刷画像生成手段と、を備えたことを特徴としている。
【０００９】
　ここで「特殊パターン」とは、予め定められたドットパターン又は文字や画像によって
構成されたパターンである。特殊パターンを検出可能な複写機（コピーガード機能を備え
た複写機）においてこの特殊パターンが形成された原稿の複写は行えず、複写による情報
漏えいを防止することができる。
【００１０】
　この構成によれば、コピーガード機能を備えた複写機が原稿を読み取る際、読み取り開
始位置に相当する領域（一般的には原稿の端近の領域）にマスクパターン以外の画像が形
成されていると、特殊パターンの検出に時間がかかる、或いは特殊パターンの検出に失敗
し、誤って複写が行われてしまう可能性がある。そこで、記録媒体全面にはマスクパター
ンを生成するが、潜像画像は画像領域にのみ配置することによって、複写機の読み取り開
始位置に相当する領域にはマスクパターンのみ印刷することができる。これにより、複写
機は潜像画像等の特殊パターンに関係ない画像に邪魔されることなくパターン検出を行う
ことができ、特殊パターンの検出時間の短縮化、検出失敗の防止に役立つ。
【００１１】
　この他、ユーザによる領域指定等の手間を介さずに、画像領域のみに潜像画像を埋め込
んだ複写防止パターンを生成することができるため、ユーザの手間を減らし、印刷作業を
スムーズに行うことができる。
【００１３】
　更に、マスクパターンに対して潜像画像を画像領域のみに埋め込むか又は全面に埋め込
むかの選択を可能とすることにより、画像処理装置としての利便性を向上させることがで
きる。
【００１４】
　また、本発明における画像形成装置は、請求項１に記載の画像処理装置と、前記原稿画
像を記録媒体に形成する画像形成手段と、を備えたことを特徴としている。
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【００１５】
　この構成によれば、請求項１に記載の発明の効果と同様の効果を奏することができる。
【００１６】
　また、本発明におけるプログラムは、コンピュータを、記録媒体への画像形成に用いら
れる原稿画像から、該記録媒体上における画像形成のなされる領域を検出する画像領域検
出手段、前記画像領域検出手段による検出を行うか否かの選択入力を受け付ける受付手段
、前記記録媒体の全面に相当する領域に特殊パターンが組み込まれたマスクパターンを生
成し、前記受付手段が前記検出を行う選択入力を受け付けたとき、前記マスクパターンの
生成領域内における前記画像領域検出手段により検出された領域にのみ、複写時に顕在化
する潜像画像を埋め込んで複写防止パターンを生成し、前記受付手段が前記検出を行わな
い選択入力を受け付けたとき、前記マスクパターン全面に前記潜像画像を埋め込んで前記
複写防止パターンを生成するパターン生成手段、前記生成された複写防止パターンと前記
原稿画像とを重ねて印刷画像を生成する印刷画像生成手段、として機能させることを特徴
としている。
【００１７】
　この構成によれば、コピーガード機能を備えた複写機に対して潜像画像等の特殊パター
ンに関係ない画像に邪魔されることなくパターン検出を行わせることができ、特殊パター
ンの検出時間の短縮化、検出失敗の防止に役立つ。また、ユーザによる領域指定等の手間
を介さずに、画像領域のみに潜像画像を埋め込んだ複写防止パターンを生成することがで
きるため、ユーザの手間を減らし、印刷作業をスムーズに行うことができる。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１に記載の発明によれば、コピーガード機能を備えた複写機に対して潜像画像等
の特殊パターンに関係ない画像に邪魔されることなくパターン検出を行わせることができ
、特殊パターンの検出時間の短縮化、検出失敗の防止に役立つ。また、ユーザによる領域
指定等の手間を介さずに、画像領域のみに潜像画像を埋め込んだ複写防止パターンを生成
することができるため、ユーザの手間を減らし、印刷作業をスムーズに行うことができる
。
【００１９】
　また、マスクパターンに対して潜像画像を画像領域のみに埋め込むか又は全面に埋め込
むかの選択を可能とすることにより、画像処理装置としての利便性を向上させることがで
きる。
【００２０】
　請求項２に記載の発明によれば、コピーガード機能を備えた複写機は潜像画像に邪魔さ
れることなくドットパターンを検出することができ、ドットパターンの検出失敗を防ぐこ
とができる。
【００２１】
　請求項３に記載の発明によれば、コピーガード機能を備えた複写機に対して潜像画像等
の特殊パターンに関係ない画像に邪魔されることなくパターン検出を行わせることができ
、特殊パターンの検出時間の短縮化、検出失敗の防止に役立つ。また、ユーザによる領域
指定等の手間を介さずに、画像領域のみに潜像画像を埋め込んだ複写防止パターンを生成
することができるため、ユーザの手間を減らし、印刷作業をスムーズに行うことができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態に係る画像処理装置及びプログラムについて説明する。図１
は画像処理装置１の構成を示すブロック図である。画像処理装置１はコンピュータ（例え
ば、パーソナルコンピュータ、ホストコンピュータ等）により実現され、制御部１１、入
力部（受付手段）１２、表示部１３、ＲＯＭ（Read Only Memory）１４、ＨＤＤ（Hard D
isk Drive）１５、ＲＡＭ（Random Access Memory）１６及び通信部１７を備えて構成さ
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れる。
【００２３】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やその他周辺装置を備え、入力さ
れる指示信号に応じて所定のプログラムに基づいた処理を実行し各機能部への指示やデー
タ転送を行う等、画像処理装置１全体を制御する。具体的には、制御部１１は、入力部１
２から入力される操作信号に応じてＲＯＭ１４やＨＤＤ１５に記憶されたプログラムを読
み出し、そのプログラムに従って処理を実行する。そして制御部１１は、処理結果を表示
するための表示制御信号を表示部１３に対して出力し、処理結果に応じた情報を表示させ
る。
【００２４】
　更に制御部１１は、画像領域検出部（画像領域検出手段）１１１、パターン生成部（パ
ターン生成手段）１１２及び印刷画像生成部（印刷画像生成手段）１１３として機能する
。画像領域検出部１１１は、文書作成ソフト等によって作成された文書の原稿画像から印
刷対象である用紙において文字や画像で占められる画像領域を検出する。パターン生成部
１１２は、マスクパターンに潜像画像を埋め込んで複写防止パターンを生成する。印刷画
像生成部１１３は、生成された複写防止パターンと原稿画像とを重ね合わせて印刷画像を
生成する。
【００２５】
　入力部１２は、文字／英数字入力キー、カーソルキー及び各種機能キー等を備えたキー
ボードや、タッチパッドやマウス等のポインティングデバイスを備えて構成されており、
キーボードで押下されたキーの操作信号や、ポインティングデバイスの操作信号を制御部
１１へ出力する。
【００２６】
　表示部１３は、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）やＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の
表示画面を備え、制御部１１から出力される表示制御信号に従って文字や画像等の表示を
行う。ＲＯＭ１４は、画像処理装置１の基本動作を実現するためのシステムプログラム１
４１やデータ等を記憶する。
【００２７】
　ＨＤＤ１５は、画像処理装置１の補助記憶装置として用いられる大容量記憶装置であり
、画像処理装置１の備える種々の機能を実現するためのプログラムやデータ等を記憶する
。本実施の形態では、ＨＤＤ１５は印刷プログラム１５１及び画像領域検出プログラム１
５２を記憶する。
【００２８】
　印刷プログラム１５１は、文書作成ソフト等によって作成された文書をプリンタで印刷
する際に実行されるプログラムであり、コピーガード機能を備えた複写機では原稿の複写
が禁止される特殊なドットパターンの組み込まれたマスクパターンや、複写によって「禁
複写」等の潜像画像が浮かび上がる地紋画像を生成し、これらを原稿画像と重ね合わせて
印刷画像を生成するためのものである。以下、「マスクパターン」とは特殊なドットパタ
ーンが組み込まれたパターンのことを言う。またドットパターンの他に、特殊な文字や画
像等によって構成されたパターンであってもよく、コピーガード機能を備えた複写機が検
出可能な特殊なパターンであればよい。画像領域検出プログラム１５２は、原稿画像から
印刷する用紙に対して文字や画像が占める領域を検出するためのものであり、印刷プログ
ラム１５１のサブルーチンプログラムである。
【００２９】
　図２は、マスクパターン２１に「禁複写」の文字が潜像画像２２として埋め込まれた複
写防止パターンが用紙全体に印刷された原稿２を示す図である。コピーガード機能を備え
た複写機で原稿２の複写を行うと、複写機は原稿２から読み取った画像から順次ドットパ
ターンを検出する。ドットパターンが検出されなかった場合、複写機は原稿２を通常通り
複写する。ドットパターンが検出された場合、複写機は原稿２の複写を中止したり、又は
ベタ画像を印刷したりする等して、原稿２の複写を行わない。
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【００３０】
　ここで、複写機が原稿２から読み取った画像全てに対してドットパターンの検出を行っ
ていては、マスクパターンが印刷されていると判断するまでに時間がかかってしまう。そ
こで、例えば複写機は読み取られた画像から順次ドットパターンの検出を行い、検出され
たドットパターンが所定数に達したらマスクパターンが印刷されていると判断し、読み取
り開始位置から所定の面積を過ぎても（例えば、原稿の１／３以上の面積を読み取っても
）ドットパターンが検出されない場合はマスクパターンは印刷されていないと判断する方
法が用いられている。
【００３１】
　しかし、図２に示すように、複写機による読み取り開始位置に相当する原稿２の端近付
近に潜像画像２２が印刷されていると、潜像画像２２が印刷されている領域にはマスクパ
ターン２１は印刷されていないことから、ドットパターンを所定数検出するまでに時間が
かかってしまう。つまり、原稿２の複写を禁止する判断に至るまでに時間がかかってしま
う。更には、原稿２の読み取り開始位置から所定の面積を過ぎてもドットパターンの検出
数が所定数を超えなかった等の理由でマスクパターンは印刷されていないと複写機が判断
し、原稿２の複写を実行してしまう可能性も考えられる。
【００３２】
　このようなドットパターンの検出失敗を防ぐために、本実施の形態では印刷対象である
用紙に実際に文字や図形等が印字される画像領域を把握し、用紙全体にマスクパターンを
配置するが、潜像画像は画像領域にのみ埋め込んで複写防止パターンを生成する画像処理
装置１を提案する。図３～５を用いて具体的に説明する。図３（ａ）は文書作成ソフト等
によって作成された文書と、印刷対象である用紙とを重ね合わせた図であり、以下「原稿
３」と表記する。原稿３は印刷されたものではなく、あくまで印刷前のイメージ図であり
、制御部１１による印刷プログラム１５１の実行によってプリンタ８２から出力されて初
めて具現化するものである。
【００３３】
　制御部１１による印刷プログラム１５１の実行により、画像領域検出プログラム１５２
がサブルーチンプログラムとして実行される。画像領域検出プログラム１５２の実行に従
って、画像領域検出部１１１は原稿３において文字や画像等が形成されている画像領域を
検出する。つまり画像領域検出部１１１は、図３（ｂ）に示すように、原稿３の画像領域
として枠３１の領域を検出する。そしてパターン生成部１１２は、図４に示すように、用
紙全体に配置するマスクパターン２１に対して枠３１の領域内にのみ「禁複写」等の潜像
画像２２が配置されるよう複写防止パターンを生成し、印刷画像生成部１１３は生成され
た複写防止パターンと原稿画像と重ね合わせて印刷画像を生成する。複写前のマスクパタ
ーン２１と潜像画像２２は、本来は肉眼では識別しにくい程度の同じ濃度で形成されるが
、図４では説明上分かりやすくするために潜像画像２２の位置が識別できるように描かれ
ている。
【００３４】
　文書作成ソフト等で文書を作成して印刷を行う場合、一般的に用紙の上下左右には文字
や図形のない余白が存在する。更にこの余白部分は一般的には複写機における読み取り開
始位置を含む領域であるため、この余白部分には潜像画像は配置せずに複写防止パターン
を生成する。これにより、コピーガード機能を備えた複写機はマスクパターンに含まれた
ドットパターンを確実に検出することができ、ドットパターンの検出失敗を防ぐことがで
きる。また、画像領域には潜像画像が印刷されるため、コピーガード機能を搭載していな
い複写機で原稿の複写を行うと潜像画像が顕在化して印刷されるため、従来どおり不正複
写を心理的に抑止する効果も享受することができる。
【００３５】
　図１に戻る。ＲＡＭ１６は、制御部１１によってＲＯＭ１４から読み出された各種プロ
グラムやデータを展開すると共に、入力部１２より入力された入力指示、入力データ、各
種プログラムの実行により生じる処理結果等のデータを一時的に保持するなど、作業用メ
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モリとして機能する。
【００３６】
　通信部１７は、ＬＡＮボード等の通信モジュールから構成され、通信部１７と接続され
たネットワーク８１を介して種々のデータを送受信する。具体的には、制御部１１がＨＤ
Ｄ１５に記憶された印刷プログラム１５１を読み出して実行することにより印刷画像デー
タが生成される。制御部１１はその印刷画像データを通信部１７へ出力し、通信部１７は
ネットワーク８１を介してプリンタ８２へ出力する。プリンタ８２は送信された印刷画像
データに基づいて印刷を行う。
【００３７】
　図５は制御部１１が印刷プログラム１５１に従って処理を実行したときの流れを示すフ
ローチャートであり、図６は制御部１１が画像領域検出プログラム１５２に従って処理を
実行したときの流れを示すフローチャートである。図５及び６を用いて本実施の形態にお
ける印刷処理について詳しく説明する。文書作成ソフト等がユーザの印刷指示を受け付け
ると、制御部１１はＨＤＤ１５から印刷プログラム１５１を読み出して処理を実行し、表
示部１３に印刷設定を行うための画面（不図示）を表示させる。この印刷設定画面を介し
てユーザは複写防止パターンの印刷有無、複写防止パターンを印刷する場合は原稿の画像
領域の検出を行うか否か等の各種設定に関する選択入力を行う。画像領域の検出を行わな
い場合（ステップＳ１１；ＮＯ）、制御部１１は画像領域検出処理を行わずステップＳ１
３へ処理を移行する。
【００３８】
　画像領域の検出を行う場合（ステップＳ１１；ＹＥＳ）、制御部１１はＨＤＤ１５から
画像領域検出プログラム１５２を読み出して処理を実行する。まず、制御部１１が原稿画
像をＲＡＭ１６に一時的に格納し（ステップＳ２１）、この原稿画像から画像領域検出部
１１１が印刷対象である用紙における画像領域を検出する（ステップＳ２２）。画像領域
検出部１１１は、例えば、実際に文字や画像の形成される領域を検出してもよいし、文字
や画像に関わらず設定されている余白範囲に基づいて画像領域を割り出すようにしてもよ
い。画像領域検出部１１１は検出された画像領域を例えば用紙上の座標値に変換し（ステ
ップＳ２３）、制御部１１は印刷処理のステップＳ１３へ処理を移行する。
【００３９】
　次に制御部１１は、ユーザによる潜像画像の選択を受け付ける（ステップＳ１３）。潜
像画像の選択は印刷設定画面を介して行われ、テキスト文字や任意のイメージ画像等が選
択される。そして画像領域の検出が行われた場合（ステップＳ１４；ＹＥＳ）、パターン
生成部１１２はマスクパターンに対し、上記座標値の範囲内にのみ潜像画像を埋め込んで
複写防止パターンを生成する（ステップＳ１５）。一方、画像領域の検出が行われなかっ
た場合（ステップＳ１４；ＮＯ）、パターン生成部１１２はマスクパターン全体に潜像画
像を埋め込んで複写防止パターンを生成する（ステップＳ１６）。
【００４０】
　続いて印刷画像生成部１１３は、生成した複写防止パターンと原稿画像とを重ね合わせ
て印刷画像を生成し（ステップＳ１７）、制御部１１はこの印刷画像を通信部１７を介し
てプリンタ８２へ出力する（ステップＳ１８）。そして処理を終了する。
【００４１】
　以上説明したように、原稿の画像領域を検出して、画像領域外には潜像画像を配置せず
、画像領域内にのみ潜像画像を配置するように複写防止パターンを生成して原稿画像と合
わせて印刷することにより、印刷された原稿をコピーガード機能を備えた複写機で複写す
る際に、読み取り開始位置に相当する領域には潜像画像がなくマスクパターンのみ印刷さ
れているため、複写機は潜像画像に邪魔されることなくマスクパターンに含まれたドット
パターンを確実に検出することができ、ドットパターンの検出失敗を防ぐことができる。
更にドットパターンの検出時間の短縮化も図れる。また、画像領域には潜像画像が印刷さ
れるため、コピーガード機能を備えていない複写機で原稿の複写を行うと潜像画像が顕在
化して印刷される。従って、従来どおり不正複写を心理的に抑止する効果も享受すること
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【００４２】
　尚、本発明は上記実施の形態の構成に限られず種々の変形が可能である。本実施の形態
では、本発明における画像処理装置の機能を備えたパソコン等のコンピュータを例に説明
したが、複写機等においても実現可能である。本発明における画像処理装置の機能を備え
た複写機は原稿をスキャナで読み取り、読み取った画像データから画像領域を検出して、
検出した画像領域にのみ潜像画像を埋め込んだ複写防止パターンを生成する。そして、原
稿画像と複写防止パターンを重ね合わせて印刷画像を生成し、印刷画像を用紙に印刷して
、複写物として排出する。こうすることにより、原稿に対して簡単に複写防止パターンを
印刷することができる。
【００４３】
　また、本実施の形態では、マスクパターンを特殊なドットパターンが組み込まれたパタ
ーンとして説明したが、この他に暗号文字等が埋め込まれたマスクパターンであってもよ
く、コピーガード機能を備えた複写機において、複写時にマスクパターンが識別されるこ
とによって複写が禁止されるようなパターンであればよい。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】画像処理装置の構成を示したブロック図。
【図２】従来の複写防止パターンを説明するための図。
【図３】本実施の形態における複写防止パターンを説明するための図。
【図４】本実施の形態における複写防止パターンを説明するための図。
【図５】印刷処理の流れを示すフローチャート。
【図６】画像領域検出処理の流れを示すフローチャート。
【図７】コピーガード機能のワークフローを示す図。
【符号の説明】
【００４５】
１　　　画像処理装置
１１　　制御部
１１１　画像領域検出部
１１２　パターン生成部
１１３　印刷画像生成部
１２　　入力部
１３　　表示部
１４　　ＲＯＭ
１５　　ＨＤＤ
１５１　印刷プログラム
１５２　画像領域検出プログラム
１６　　ＲＡＭ
１７　　通信部
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